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前号でお知らせしました令和４年度の制度改正について、本号では改正内容の詳細を改めてお
知らせいたします。別添（3ページ以降）と併せてご確認ください。

第13号
令和４年３⽉31日

【フラット３５】維持保全型の創設により、【フラット３５】の⾦利引下げ制度は３類型
（住宅性能・維持保全・地域連携）となり、最⼤で３つの制度の併⽤が可能になります。

（3）⾦利引下げ制度について

住宅性能に関するメニュー

【フラット35】Ｓ（A・Bプラン）

質の⾼い住宅取得を
⾦利引下げで応援

地域連携に関するメニュー

⼦育て世帯の住宅取得
などを⾦利引下げで応援

【フラット35】地域連携型

拡充

当初
５年or10年
年 0.25％

引下げ

維持保全に関するメニュー

維持管理、既存住宅流通に資する
住宅取得を⾦利引下げで応援

【フラット35】維持保全型

創設

■⼦育て世帯が住宅を取得する場合※

【⾦利引下げの例】

⇒

■⻑期優良住宅を取得する場合

＋

＋ ⇒

【フラット35】S
（⾦利Aプラン）

【フラット35】Ｓ
（⾦利Aプラン）

－

【フラット35】
維持保全型

＋

＋

【フラット35】地域連携型
（⼦育て支援）

－

※ 機構が連携する地⽅公共団体から「【フラット３５】地域連携型利⽤対象証明書」の交付を受け、⼦育て⽀援の対象となる補助事業であることが確認できる場合。

当初５年 6〜10年

年0.50％
引下げ

年0.25％
引下げ

当初10年

年 0.50％
引下げ

次の①〜⑥までのいずれかの住宅を対象とした【フラット３５】維持保全型を創設します。
①⻑期優良住宅 新築住宅・中古住宅

②予備認定マンション 新築マンションのみ

③管理計画認定マンション 中古マンションのみ

④安⼼R住宅 中古住宅のみ

⑤インスペクション実施住宅 中古住宅のみ

⑥既存住宅売買瑕疵保険付保住宅 中古住宅のみ

〈政策分野〉
⼦育て支援

〈政策分野〉
【フラット35】地域連携型（地域活性化）

UIJターン 空き家対策
防災対策 地域産材 等

（2） 地域連携型の拡充 Ｒ4.４融資実⾏分から

【フラット35】地域連携型（⼦育て支援）

【フラット３５】地域連携型のうち、「⼦育て⽀援」に関する事業に該当するものについて、
借⼊⾦利の引下げ期間を延⻑（５年→10年）します。

（1） 維持保全型の創設 Ｒ4.４適合証明書交付分から

当初５年

年 0.25％
引下げ

当初10年

年 0.25％
引下げ

当初5年

年 0.25％
引下げ

Ｒ4.４適合証明書交付分から

当初
５年or10年
年 0.25％

引下げ

当初５年

年 0.25％
引下げ

※【フラット３５】リノベもあります。
（当初５年or10年 年0.50％引下げ）

メニューの⼀例 メニューの⼀例
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⾦利パターンの複雑さを軽減し利⽤者に分かりやすい制度とするため、【フラット３５】
の⾦利引下げ制度を「ポイント制」に⾒直します。各メニューの合計ポイント数（最⼤
４Ｐ）に応じた⾦利引下げが適⽤されます。

（2） S 基準の⾒直し Ｒ4.10設計検査申請分から

強
化

緩
和

お問合せ先

ご注意 は第三者に賃貸する目的の物件などの投資用物件の取得資金にはご利用いただけません。

住宅⾦融支援機構 近畿支店 地域連携グループ（担当︓滋賀県、京都府、⼤阪府、兵庫県、奈良県、和歌⼭県）

☎ 06-6281-9261 ＜営業時間＞平日 9︓00〜17︓00 （祝日及び年末年始を除きます）

（3）ポイント数に応じた⾦利引下げ制度への変更 Ｒ4.10借入申込受付分から

合計ポイント数に応じて⾦利引下げ（各メニューのグループで１つのみ適⽤可）

Ｓ（ＺＥＨ） ■■■ ３P
Ｓ（Ａプラン） ■■ ２P
Ｓ（Ｂプラン） ■ １P
リノベ（Ａプラン）■■■■ ４P
リノベ（Ｂプラン）■■ ２P

住宅性能に関するメニュー
⻑期優良住宅 ■ １Ｐ
予備認定マンション ■ １Ｐ
管理計画認定マンション ■ １Ｐ
安⼼Ｒ住宅 ■ １Ｐ
インスペクション実施住宅 ■ １Ｐ
既存住宅売買瑕疵保険付保住宅 ■ １Ｐ

維持保全に関するメニュー

＋
地域連携型（地域活性化） ■ １Ｐ
地域連携型（⼦育て⽀援） ■■ ２Ｐ
地⽅移住⽀援型※ ■■ ２Ｐ

地域連携に関するメニュー

※単独利⽤時︓当初10年間 年▲0.3％（現⾏どおり）

＋

当初５年間 年▲0.25％

１年⽬ ５年 10年

１Ｐ

当初５年間 年▲0.50％
６~10年⽬ 年▲0.25％

１年⽬ ５年 10年

１Ｐ １Ｐ
１Ｐ

１年⽬ ５年 10年

１Ｐ １Ｐ

当初10年間 年▲0.25％

１年⽬ ５年 10年

１Ｐ １Ｐ
１Ｐ １Ｐ

当初10年間 年▲0.5％

『ZEH』等の基準に適合する住宅を対象とした
【フラット35】Ｓ（ZEH）を創設します。

『ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス』のことで、年間の⼀次エネルギー消費量の収⽀をゼロに
することを⽬指した住宅です。

ZEH（ゼッチ）とは

（1） S（ZEH）の創設 Ｒ4.10借入申込受付分から

当初５年 6〜10年

年0.50％
引下げ

年0.25％
引下げ

【新築・中古】省エネルギー性（⾦利A・Bプラン）
⾦利Aプランの対象を断熱等級５＆⼀次エネ等級６に強化 等

【中古のみ】バリアフリー性（⾦利Ｂプラン）
対象を高齢者配慮等級２に強化

【新築・中古】耐震性（⾦利Aプラン）
⾦利Bプランの対象であった免震建築物を⾦利Aプランの対象に緩和

【中古のみ】耐震性、バリアフリー性、耐久性・可変性（⾦利Ａプラン）
新築住宅の⾦利Ｂプランの⽔準に緩和














